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○大津市建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則 

                            平成２６年４月１日規則第６５号 

 改正 平成２７年５月２９日規則第８６号 令和元年７月１日規則第９号 

 令和４年３月３１日規則第１９号 令和６年９月２日規則第６３号 

 令和７年４月１日規則第３１号  

（趣旨） 

第１条 この規則は、建築物の耐震改修の促進に関する法律（平成７年法律第１２３号。以下「法」

という。）の施行に関し、建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令（平成７年政令第４２

９号）及び建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則（平成７年建設省令第２８号。以下

「省令」という。）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

（要安全確認計画記載建築物等の耐震診断及び結果の報告書に添える書類） 

第２条 省令第５条第４項の所管行政庁が規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。 

（１） 平成２５年１１月２５日以後に耐震診断を行った要安全確認計画記載建築物にあって

は、耐震判定機関（市長が建築物の地震に対する安全性に関する評価を的確に遂行するに足

りる技術的能力を有すると認めた団体をいう。以下同じ。）が当該要安全確認計画記載建築

物に係る耐震診断の結果又は耐震改修の計画が適正であることを証する書面の写し 

（２） 平成２５年１１月２５日前に耐震診断を行った要安全確認計画記載建築物にあっては、

前号に掲げる書類又は省令第２８条第２項の表の上欄に掲げる建築物等の区分に応じ、同表

の下欄に掲げる事項を明示した構造計算書 

（３） 省令第３３条第１項の表に掲げる図書 

（４） その他市長が必要と認める図書 

（耐震診断報告義務化建築物に係る報告） 

第３条 法第１３条第１項の規定による報告は、要安全確認計画記載建築物状況報告書（様式第

１号）により行わなければならない。 

（特定既存耐震不適格建築物に係る公表） 

第４条 法第１５条第３項の規定による公表は、次に掲げる事項を明示して、大津市ホームペー

ジに掲載することにより行うものとする。 

（１） 法第１５条第２項の規定による指示に係る特定既存耐震不適格建築物の所有者の氏名

（法人にあっては、名称及び代表者の氏名） 

（２） 前号の特定既存耐震不適格建築物の位置、用途その他当該特定既存耐震不適格建築物
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の概要 

（３） 第１号の指示をした年月日及びその内容 

（特定既存耐震不適格建築物に係る報告） 

第５条 法第１５条第４項の規定による報告は、特定既存耐震不適格建築物状況報告書（様式第

２号）により行わなければならない。 

（計画の認定の申請書に添える図書） 

第６条 省令第２８条第２項の所管行政庁が規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。 

（１） 耐震判定機関が法第１７条第１項の規定による申請に係る建築物について同条第３項

第１号の国土交通大臣が定める基準に適合していることを証する書面の写し 

（２） 省令第３３条第１項の表に掲げる図書 

（３） その他市長が必要と認める図書 

２ 省令第２８条第２項の規定にかかわらず、法第１７条第３項第１号の国土交通大臣が定める

基準に適合するものとして同項の計画の認定を受けようとする建築物の耐震改修の計画につい

て同条第１項の規定により認定の申請をしようとする場合には、省令第２８条第２項に規定す

る構造計算書を添えることを要しない。 

（計画の認定に係る軽微な変更に係る届出） 

第７条 認定事業者は、省令第３２条に規定する軽微な変更をしたときは、速やかに、耐震改修

計画に係る変更届（様式第３号）を市長に提出しなければならない。 

（計画の変更） 

第８条 法第１８条第２項において準用する法第１７条第１項の規定により計画の変更を申請し

ようとする者は、耐震改修計画変更認定申請書（様式第４号）の正本及び副本に、それぞれ当

該変更に係る省令第２８条第１項から第７項までに定める図書及び書類並びに法第１７条第３

項第１号の国土交通大臣が定める基準に適合するものとして同項の計画の認定を受けた建築物

に係る変更にあっては第６条第１項各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならな

い。 

２ 第６条第２項の規定は、計画の変更の認定について準用する。この場合において、同項中「省

令第２８条第２項の」とあるのは「第８条第１項の」と、「第１７条第３項第１号」とあるの

は「第１８条第２項において準用する法第１７条第３項第１号」と読み替えるものとする。 

（計画の認定に係る報告） 

第９条 法第１９条の規定による報告は、耐震改修計画認定建築物状況報告書（様式第５号）に
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より行わなければならない。 

（計画認定建築物の名義の変更） 

第１０条 認定事業者は、計画認定建築物の耐震改修の工事が完了する前に認定事業者に変更が

あったときは、名義変更届（様式第６号）を市長に提出しなければならない。 

（工事の完了の報告） 

第１１条 認定事業者は、計画認定建築物の工事が完了したときは、速やかに、計画認定建築物

耐震改修工事完了報告書（様式第７号）を、法第１７条第４項に規定する場合にあっては建築

基準法（昭和２５年法律第２０１号）第７条第５項又は第１８条第２２項の規定により確認を

受けた検査済証の写しを添えて、市長に提出しなければならない。 

（平２７規則８６・令６規則６３・一部改正） 

（取りやめる旨の申出） 

第１２条 認定事業者は、計画認定建築物の耐震改修の工事を取りやめようとするときは、計画

認定建築物の工事を取りやめる旨の申出書（様式第８号）により市長に申し出なければならな

い。 

（地震に対する安全性に係る認定の申請書に添える図書） 

第１３条 省令第３３条第１項の所管行政庁が規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。 

（１） 省令第３３条第１項第２号に規定する国土交通大臣が定める書類を添えて、法第２２

条第２項の認定を受けようとする場合にあっては、省令第３３条第１項の表に掲げる図書 

（２） その他市長が必要と認める図書 

２ 省令第３３条第２項第１号の所管行政庁が規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。 

（１） 耐震判定機関が法第２２条第１項の規定による申請に係る建築物について同条第２項

の国土交通大臣が定める基準に適合していることを証する書面の写し 

（２） 省令第３３条第１項の表に掲げる図書 

（３） その他市長が必要と認める図書 

３ 省令第３３条第２項第１号の規定にかかわらず、法第２２条第２項の国土交通大臣が定める

基準に適合するものとして同項の認定を受けようとする建築物について同条第１項の規定によ

り認定の申請をしようとする場合には、省令第３３条第２項第１号に規定する構造計算書を添

えることを要しない。 

４ 省令第３３条第２項第２号の所管行政庁が規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。 

（１） 省令第３３条第１項の表に掲げる図書 
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（２） その他市長が必要と認める図書 

（基準適合認定建築物に係る報告） 

第１４条 法第２４条第１項の規定による報告は、基準適合認定建築物状況報告書（様式第９号）

により行わなければならない。 

（区分所有建築物の耐震改修の必要性に係る認定の申請書に添える図書） 

第１５条 省令第３７条第１項第３号の所管行政庁が規則で定める書類は、次に掲げる書類とす

る。 

（１） 耐震判定機関が法第２５条第１項の規定による申請に係る区分所有建築物について同

条第２項の国土交通大臣が定める基準に適合していないことを証する書面の写し 

（２） 省令第３３条第１項の表に掲げる図書 

（３） その他市長が必要と認める図書 

２ 省令第３７条第１項の規定にかかわらず、法第２５条第１項の規定による認定の申請には、

省令第３７条第１項第２号に規定する構造計算書を添えることを要しない。 

（要耐震改修認定建築物に係る公表） 

第１６条 法第２７条第３項の規定による公表は、次に掲げる事項を明示して、大津市ホームペ

ージに掲載することにより行うものとする。 

（１） 法第２７条第２項の規定による指示に係る要耐震改修認定建築物の区分所有者を代表

する者の氏名（法人にあっては、名称及び代表者の氏名） 

（２） 前号の要耐震改修認定建築物の位置、用途その他当該要耐震改修認定建築物の概要 

（３） 第１号の指示をした年月日及びその内容 

（要耐震改修認定建築物に係る報告） 

第１７条 法第２７条第４項の規定による報告は、要耐震改修認定建築物状況報告書（様式第１

０号）により行わなければならない。 

附 則 

１ この規則は、平成２６年４月１日から施行する。 

２ 第２条の規定は法附則第３条第１項の規定による報告について、第３条の規定は法附則第３

条第３項において読み替えて準用する法第１３条第１項の規定による報告について、それぞれ

準用する。この場合において、第２条中「要安全確認計画記載建築物」とあるのは「要緊急安

全確認大規模建築物」と、第３条中「要安全確認計画記載建築物状況報告書（様式第１号）」

とあるのは「要緊急安全確認大規模建築物状況報告書（様式第１１号）」と読み替えるものと
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する。 

附 則（平成２７年５月２９日規則第８６号） 

この規則は、平成２７年６月１日から施行する。 

附 則（令和元年７月１日規則第９号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（令和４年３月３１日規則第１９号） 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式（次項において「旧様式」という。）

により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。 

３ この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使

用することができる。 

附 則（令和６年９月２日規則第６３号） 

この規則は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備

に関する法律（令和６年法律第５３号）第７条の規定の施行の日から施行する。 

附 則（令和７年４月１日規則第３１号） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

２ この規則の施行の際現にある改正前の大津市建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則

の様式により調製した用紙は、この規則の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用

することができる。 


